
議
員
必
携
　
第
⓬
次
改
訂
新
版
　
　
追
補

　
本
書
刊
行
後
、
令
和
五
年
五
月
八
日
に
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
九
号
）
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

本
書
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
改
め
ま
す
。

新

旧

◯
四
二
二
頁
上
段
三
行
目
・
四
行
目

　
〔
議
会
の
設
置
〕

第�

八
十
九
条
　
普
通
地
方
公
共
団
体
に
、
そ
の
議
事
機
関
と
し
て
、
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
選
挙
し
た
議
員
を
も
つ
て
組
織
さ
れ
る

議
会
を
置
く
。

②�

　
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
重
要
な
意
思
決
定
に
関
す
る
事
件
を
議

決
し
、
並
び
に
こ
の
法
律
に
定
め
る
検
査
及
び
調
査
そ
の
他
の
権
限
を

行
使
す
る
。

③�

　
前
項
に
規
定
す
る
議
会
の
権
限
の
適
切
な
行
使
に
資
す
る
た
め
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、
住
民
の
負
託
を
受
け
、
誠
実
に

そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◯�

四
二
四
頁
上
段
四
行
目
～
七
行
目
ま
で

　
〔
町
村
総
会
〕

第�

九
十
四
条
　
町
村
は
、
条
例
で
、
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
議
会
を
置
か
ず
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
会
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

○
四
二
六
頁
上
段
一
五
行
目
～
四
二
八
頁
下
段
一
七
行
目
ま
で

　
〔
調
査
権
・
刊
行
物
の
送
付
・
図
書
室
の
設
置
等
〕

第�

百
条
　（
略
）

②
～
⑭
　（
略
）

　
〔
議
会
の
設
置
〕

第�

八
十
九
条
　
普
通
地
方
公
共
団
体
に
議
会
を
置
く
。

（
新
設
）

（
新
設
）

　
〔
町
村
総
会
〕

第�

九
十
四
条
　
町
村
は
、条
例
で
、第
八
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

議
会
を
置
か
ず
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
〔
調
査
権
・
刊
行
物
の
送
付
・
図
書
室
の
設
置
等
〕

第�

百
条
　（
略
）

②
～
⑭
　（
略
）



⑮�
　
前
項
の
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
又
は
議
員
は
、
条
例
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の

状
況
を
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
つ
て
議
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

⑯
～
⑳
　（
略
）

○�

四
三
一
頁
上
段
二
〇
行
目
～
下
段
一
行
目
ま
で

　
〔
議
長
の
訴
訟
の
代
表
〕

第�

百
五
条
の
二
　
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
又
は
議
長
（
第
百
三
十
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
議
会
等
」
と
い
う
。）
の
処

分
又
は
裁
決
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い

て
は
、
議
長
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
。

○
四
三
五
頁
上
段
五
行
目
～
下
段
五
行
目
ま
で

　
〔
会
議
録
〕

第�

百
二
十
三
条
　
議
長
は
、
事
務
局
長
又
は
書
記
長
（
書
記
長
を
置
か
な

い
町
村
に
お
い
て
は
書
記
）
に
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
会
議
録

を
作
成
さ
せ
、
並
び
に
会
議
の
次
第
及
び
出
席
議
員
の
氏
名
を
記
載
さ

せ
、
又
は
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③
　（
略
）

④�

　
議
長
は
、
会
議
録
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の

写
し
を
、
会
議
録
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は

当
該
電
磁
的
記
録
を
添
え
て
会
議
の
結
果
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑮�

　
前
項
の
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
又
は
議
員
は
、
条
例
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の

報
告
書
を
議
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

⑯
～
⑳
　（
略
）

　
〔
議
長
の
訴
訟
の
代
表
〕

第�

百
五
条
の
二
　
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
又
は
議
長
の
処
分
又
は
裁

決
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
議

長
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
。

　
〔
会
議
録
〕

第�

百
二
十
三
条
　
議
長
は
、
事
務
局
長
又
は
書
記
長
（
書
記
長
を
置
か
な

い
町
村
に
お
い
て
は
書
記
）に
書
面
又
は
電
磁
的
記
録（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
会
議
録
を
作

成
さ
せ
、
並
び
に
会
議
の
次
第
及
び
出
席
議
員
の
氏
名
を
記
載
さ
せ
、

又
は
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③
　（
略
）

④�
　
議
長
は
、
会
議
録
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の

写
し
を
、
会
議
録
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
事

項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の



　�○
四
三
八
頁
下
段
八
行
目
挿
入

　
　
　
　
第
十
二
節
　
雑
則

　
〔
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
〕

第�

百
三
十
八
条
の
二
　
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う
ち
こ
の
章

（
第
百
条
第
十
五
項
を
除
く
。）
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ
の
他
の
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

他
の
有
体
物
（
次
項
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。）
に
よ
り
行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
七
条

第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該

通
知
に
関
す
る
こ
の
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

②�

　
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
章
（
第
百
二
十
三
条
第
四
項
を
除

く
。）
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
も
の
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

第
六
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、

当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
の
う

　�

事
項
を
確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）
を
添
え
て
会

議
の
結
果
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
新
設
）

（
新
設
）



こ
の
法
律
は
、令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
。

た
だ
し
、第
八
十
九
条
及
び
第
九
十
四
条
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
（
令
和
五
年
五
月
八
日
）か
ら
施
行
。

〈
令
和
五
年
五
月
八
日
現
在
〉

全
国
町
村
議
会
議
長
会

　�
ち
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該

通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
受
け
る
旨
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に

限
る
。

③�

　
前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
章
の
規
定
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
当
該

通
知
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

④�

　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
者
に
到

達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

○�

四
四
七
頁
下
段
一
六
行
目
～
四
四
八
頁
上
段
一
四
行
目
ま
で

　
〔
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
〕

第�

二
百
三
条
の
二
　（
略
）

②
・
③
　（
略
）

④�

　
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
第
一
項
の
者
の
う
ち
地
方
公
務

員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
し
、
期
末

手
当
又
は
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤�

　
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
方
法
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
〔
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
〕

第�

二
百
三
条
の
二
　（
略
）

②
・
③�

　（
略
）

④�

　
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
第
一
項
の
者
の
う
ち
地
方
公
務

員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
し
、
期
末

手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤�

　
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
は
、

条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


